
ハラスメント
事案と思わ
れる場合

適正なハラスメント措置

学長、委員長
副委員長で協議

学 長

ハラスメント防止委員長

相 談 員

学生等からのハラスメント相談・苦情
・ 「ハラスメント」と受け止めた直接の学生
・ 学生から「ハラスメント」相談を受けた者
・ 学生への「ハラスメント」を見聞きした者

調査部会

調査・報告
（部会長は当該事案発生学部（大学院）は除く）

● 学長が理事長・常務理事と協議
● 懲戒については理事長へ具申

実態調査
・ 相談学生
・ 行為者
・ 第三者(必要に応じて）

学部学生および大学院生のハラスメント相談・苦情のフローチャート

学部学生および大学院生に対するハラスメント防止委員会規程

●相談員2人で対応する
●少なくとも1人は相談者と同性の相談員が同席する

ハラスメント防止委員会

すべての事案を報告（進捗・最終）

相談員以外への相談・苦情
（学生・父母・法人等から）

※

ハラスメント等処分

※ 緊急事案の場合
直ちに学長・委員長・
副委員長で協議

※

学長が理事長
（および理事会
運営会議）へ報告

事実調査が
必要な場合

報告書を提出
報告書を提出


